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松 田 町 通 話 録 音 装 置 の 運 用 に 関 す る 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 業 務 の 公 正 か つ 適 正 な 執 行 の 確 保 、 犯 罪

の 防 止 及 び 職 員 へ の 不 当 な 圧 力 の 排 除 を 目 的 と し て 設 置 す る

通 話 録 音 装 置 及 び 通 話 記 録 の 管 理 及 び 運 用 に つ い て 、 必 要 な

事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ １ ）  通 話 録 音 装 置  電 話 機 で の 通 話 中 に 通 話 内 容 を 録 音

し 、 又 は 記 録 す る 装 置 を い う 。  

 （ ２ ）  通 話 記 録  通 話 録 音 装 置 に よ り 記 録 し た 音 声 、 通 信

日 時 、 通 話 時 間 及 び 通 話 当 事 者 の 電 話 番 号 を い う 。  

 （ ３ ）  通 話 録 音 装 置 等  通 話 録 音 装 置 及 び 通 話 記 録 を い

う 。  

（ 管 理 責 任 者 等 の 設 置 ）  

第 ３ 条  通 話 録 音 装 置 等 の 適 正 な 管 理 及 び 運 用 を 図 る た め 、 管

理 責 任 者 を 置 く も の と し 、 管 財 主 管 課 長 を も っ て 充 て る 。  

２  管 理 責 任 者 は 、 管 理 上 必 要 が あ る と 認 め る 者 （ 以 下 「 操 作

担 当 者 」 と い う 。 ） 以 外 の 者 に 、 通 話 録 音 装 置 の 操 作 を さ せ

て は な ら な い 。  

 （ 通 話 録 音 装 置 の 使 用 等 の 公 表 ）  

第 ４ 条  管 理 責 任 者 は 、 町 の ホ ー ム ペ ー ジ 等 に 掲 載 す る こ と に

よ り 、 通 話 録 音 装 置 を 使 用 す る 旨 及 び そ の 使 用 目 的 に つ い て

公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 通 話 記 録 の 適 正 管 理 ）  

第 ５ 条  管 理 責 任 者 は 、 通 話 録 音 装 置 等 に つ い て 、 適 正 に 管 理

す る も の と す る 。  
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２  通 話 記 録 の 保 存 期 間 は 、 録 音 さ れ た 日 か ら 概 ね ５ 日 間 と

し 、 保 存 期 間 を 経 過 し た も の の 消 去 に つ い て は 、 通 話 録 音 装

置 の 上 書 き 機 能 に よ り 行 う も の と す る 。  

３  通 話 記 録 は 、 複 製 し て は な ら な い 。 た だ し 、 犯 罪 捜 査 の 目

的 で 捜 査 機 関 か ら 要 請 が あ っ た 場 合 そ の 他 通 話 録 音 装 置 等 の

設 置 の 目 的 を 達 成 す る た め 特 に 必 要 が あ る と 管 理 責 任 者 が 認

め た 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

（ 通 話 記 録 の 目 的 外 利 用 及 び 提 供 の 制 限 ）  

第 ６ 条  通 話 記 録 は 、 通 話 録 音 装 置 の 設 置 目 的 以 外 の 目 的 の た

め に 利 用 し 、 又 は 第 三 者 へ 提 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 個

人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ７ 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 ６ ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 行 う と き は 、

こ の 限 り で は な い 。  

（ 通 話 記 録 の 目 的 外 利 用 及 び 提 供 の 制 限 ）  

第 ７ 条  管 理 責 任 者 及 び 操 作 担 当 者 は 、 法 を 遵 守 し 、 通 話 録 音

装 置 の 運 用 に 関 し 適 切 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

２  管 理 責 任 者 及 び 操 作 担 当 者 は 、 個 人 情 報 が 含 ま れ る 通 話 録

音 デ ー タ の 漏 え い 、 滅 失 又 は き 損 の 防 止 そ の 他 安 全 管 理 の た

め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

３  管 理 責 任 者 及 び 操 作 担 当 者 は 、 職 務 上 知 り 得 た 情 報 を み だ

り に 他 人 に 知 ら せ 、 又 は 不 当 な 目 的 の た め に 利 用 し て は な ら

な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も 同 様 と す る 。  

（ 苦 情 処 理 ）  

第 ８ 条  管 理 責 任 者 は 、 通 話 録 音 装 置 の 設 置 及 び 運 用 に 関 す る

苦 情 等 を 受 け た と き は 、 速 や か に 対 応 し 、 適 切 な 措 置 を 講 じ

る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 町 長 が

別 に 定 め る 。  

附  則  
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こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


